
〔日　　　時〕 平成29年8月8日
19:30～21:00

〔場　　　所〕 奥 松 瀬 川 公 民 館
〔参加人数〕 25名

NO ご意見・ご質問内容
担当課

（連絡先）

1

奥松瀬川の分収造林は伐期が来てお
り、契約が切れているものもあると思
われるが、森林の再編・整備につい
て、地元と協議会形式による検討がで
きないか。

対応可
（次年度以降）

　奥松瀬川の分収林の契約につい
ては、「奥松瀬川造林保護組合」・
「奥松瀬川三軒屋保護組合」・「奥松
瀬川戸主会保護組合」の3組合との
契約がありますが、伐採については
「市と組合が協議の上行う」となって
おり、現在、具体的な伐採計画はあ
りません。
　それぞれの契約期間の終期は「昭
和84年2月末日（平成21年）」・「昭和
86年2月末日（平成23年）」・「昭和88
年2月末日（平成25年）」で、旧川内
町時は契約期間を最長50年とされ
ていた規程が、合併した際に最長
100年と変更されましたので、現在も
契約は有効であると考えています。
　伐採時に係る経費については組
合負担となっており、伐採の場所や
材によっては採算がとれない可能
性もありますので、今後どのようにし
ていくかは、案件ごとに協議してい
きたいと考えています。

農林振興課
(089-964-4409)

2

湯谷口川内線の三軒屋の住宅地付近
は、大型車の走行が多いため、道路
拡幅整備を県に働きかけてもらえない
か。

対応可
（次年度以降）

　県道327号（湯谷口川内線）の三
軒屋の付近の道路拡幅について
は、以前から要望をいただいてお
り、今回のタウンミーティングでのご
意見が出たことを踏まえ、更に県へ
強く要望したいと思います。

建設課
(089-964-4472)

3

一ヶ谷土谷線の側溝の清掃をしてもら
えないか。また、側溝が詰まると道路
に水が流れるため、横断溝を設置して
もらえないか。

対応可
（次年度以降）

　道路側溝については、地域のご協
力も得ながら維持管理を行ってお
り、人力では困難な箇所について
は、市が対応しています。費用や作
業量から十分に目が行き届いてい
ないのが実情となっていますので、
今後とも情報提供も含め地域の
方々の出来る限りのご協力をお願
いします。
　ご指摘の側溝清掃については対
応済みであり、横断溝の設置につい
ては、現地を確認し、現場の状況や
緊急度等も勘案しながら対応を検
討したいと思います。

建設課
(089-964-4472)

ご意見・ご質問への回答一覧表　【奥松瀬川区タウンミーティング】

回答内容（今後の対応及びその理由など）



NO ご意見・ご質問内容
担当課

（連絡先）
回答内容（今後の対応及びその理由など）

4

一ヶ谷土谷線は20年ほど前に、地元
の要望によって14トン制限となったが、
大型車両が通行しているため、指導を
してほしい。

その他

　道路管理者は道路法に基づき、橋
梁やトンネルなどの道路構造への
影響を勘案して車両の通行制限を
行っており、ご指摘の14ﾄﾝの制限に
ついては、県道が改修される以前に
存在した橋梁に対する通行制限で
す。現在は14ﾄﾝの制限は設定され
ておらず、交通安全上の観点による
通行制限は、県の公安委員会が判
断することとなります。

建設課
(089-964-4472)

5

三軒屋から桜花苑へ続く道路端に、不
法投棄されたごみがあるため市で回
収してもらえないか。
また、監視カメラや表示看板を取り付
けることを検討してもらえないか。

対応可
（今年度）

　今後、不法投棄パトロールを行う
中で、氏名が特定できるごみが見つ
かった場合には、行為者の特定調
査を行い、行為者に対して指導する
とともに、市職員による不法投棄パ
トロールを重点的に行っていきたい
と考えています。
　また、集められたごみについて
は、連絡をいただければ市が回収
に伺います。
　なお、昨今の厳しい財政状況にお
いて、防犯カメラの設置は困難です
が、不法投棄防止看板を市で設置
します。

環境保全課
(089-964-4415)

6

塩酸のような特別産業廃棄物に関す
るごみが不法投棄されている可能性
があるため、パトロールや業者の取り
締まりをしてほしい。

対応可
（今年度）

　警察等の関係機関と連携しなが
ら、処理を進めていきたいので、情
報提供等をお願いします。

環境保全課
(089-964-4415)

7
ごみ袋は1世帯につき年間１００枚配
布しているが、世帯人数割を導入し、
経費の削減につなげてはどうか。

その他

　燃やすごみの収集日は年間100回
以上（50週×2日/週）あるため、一
人の世帯に対しても、同様に100枚
の配布は必要であると考えます。
　現在配布している指定袋の容量と
その基準については、3人世帯まで
が小の袋30ℓ、4人世帯以上が大の
袋50ℓとなっており、一人世帯の場
合、小の袋でも大きすぎるという意
見をいただくこともあります。
　年間100回以上の収集日に滞りな
くごみを出せる枚数が必要であるも
のの、排出されるごみの量について
はライフスタイルにより様々であり、
世帯員の人数だけで一概に区別で
きないところがあります。

環境保全課
(089-964-4415)



NO ご意見・ご質問内容
担当課

（連絡先）
回答内容（今後の対応及びその理由など）

8

奥松瀬川区と西条市を結ぶサイクリン
グロードの整備について地元で検討し
ているが、西条市との連携に協力して
もらえないか。

検討中

　ご検討されているサイクリングコー
スは、平成27年に県が安全性に問
題があると判断し、県のサイクリン
グコースに認定しなかったという経
緯があります。
　今後、具体的な整備内容、連携希
望内容等を確認させていただき、県
や西条市と協議させていただきたい
と思います。

産業創出課
(089-964-4414)

9
市が音響器具等を用意し、各地区が
行事等で必要な場合に貸し出してもら
うことはできないか。

対応済

　現在、中央公民館に、アンプ・ス
ピーカーが一体となった簡易なポー
タブルマイク、川内公民館に、アン
プ・チューナーと独立したスピーカー
2個セット（三脚付）の各音響機器を
備品として保有しています。
　いずれの機器も、各分館活動等の
イベント等で利用希望がありました
ら、貸し出すことが可能です。

生涯学習課
(089-94-1500)

※タウンミーティングでのご意見等のうち、特定の個人または団体等の誹謗、中傷、営利に
   関わる内容や市政に関係のない内容については、掲載しておりません。


